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　４月５日（日）、「第33回まつの桃源郷マラソン大会」が開催され、県内外から1044人のランナー
が集いました。
　開会式では松野鬼城太鼓の力強い歓迎太鼓が会場を盛り上げ、町内在住の川添さん親子が選手宣誓
を行いました。
　当日は晴天に恵まれ、選手は3km・ハーフ（21.0975km）の2
コースに分かれ、桃や桜が咲き誇るなか森の国松野町を力強く駆
け抜けました。沿道に集まった町民の温かい声援を受け、ランナー
は力を貰っていました。
　閉会式では各部門３位までの表彰が行われ、松野町特産品詰め
合わせなどが贈られました。恒例の「お楽しみ抽選会」は、事前抽
選で実施され、協賛各社、各団体提供のプレゼントが大勢の参加
者に贈られ、盛会に大会が締めくくられました。

【ボランティアに感謝】
　今回も交通安全協会などの方々に途中審判員をはじめ、多くの
ボランティアスタッフとして、大会の運営や森の国のPR、サービ
スの提供にご協力いただきました。無事大会を開催することがで
き、ご協力いただいた皆さんに感謝いたします。
　また、会場周辺やコース沿道では交通規制などで大変ご迷惑を
おかけいたしました。ご協力ありがとうございました。

第33回まつの桃源郷マラソン大会

ハーフ男子中学生～ 34歳以下

ハーフ男子 35歳～ 49歳以下

ハーフ男子 50歳以上

順位
1
2
3

氏名
山下　克尚
前田　　涼
野中　健史

市町村名
東温市
西予市
松山市

記録
1:09:48
1:15:26
1:15:46

氏名
久野　　優
吉田　　宏
濱田　聖也

市町村名
大洲市
松山市
高知県

記録
1:16:39
1:18:09
1:18:24

氏名
篠原　寛之
芥川　　誠
高尾　勇吉

市町村名
香川県
新居浜市
新居浜市

記録
1:20:29
1:20:39
1:23:11

順位
1
2
3

順位
1
2
3

ハーフ女子中学生～ 34歳以下

ハーフ女子 35歳～ 49歳以下

ハーフ女子 50歳以上

順位
1
2
3

氏名
山田　志穂
寺阪　祐紀
森川　夏帆

市町村名
松山市
八幡浜市
西条市

記録
1:25:54
1:28:10
1:34:24

氏名
浅野みゆき
二宮　歩美
藤井　奈美

市町村名
八幡浜市
宇和島市
宇和島市

記録
1:24:08
1:29:01
1:46:32

氏名
森　　三佳
兵頭　美穂
飯塚　　愛

市町村名
鬼北町
東温市
広島県

記録
1:43:58
1:46:40
1:47:19

順位
1
2
3

順位
1
2
3

※3kmについては、表彰がないため、掲載していません。
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ＡＬＴ　ＢＴＳ（Beyond the story)
　このコーナーでは、松野町の ALT（外国語指導助手）の母国の文化や、松野町での日常
などを紹介しています。今回はニッキ先生が「山々」について紹介します。
　皆さんも、日本語訳にチャレンジしてみてください。

（日本語訳）

　私は、松野周辺の山々が本当に大好きです。毎日の楽しみの一つは、通勤途中に山々を眺めること。
言葉では言い表せないほど、静かで荘厳な美しさがあります。
　オハイオ州には広大な平原と緩やかな丘陵地帯が広がっていますが、山はありません。アメリカ国
内で一番近い山は南部のロッキー山脈ですが、それも数回しか見たことがありません。オハイオ州に
はオハイオ州ならではの美しさがありますが、山々の存在に魅了され、最近は暇な時間に登山を始め
ました。
　私はここ松野の河後森城から登山を始めました（河後森城を山と呼ぶかどうかは分かりませんが、
笑）。そして昨年は友人たちと鬼ヶ城とその周辺の２つの山に登りました。今年のゴールデンウィー
クには、別の友人グループと徳島の剣山に
登りました。そして今月下旬には、７月の
富士山登山に備えて石鎚山に登る予定です。
　山にいると、自然とのつながりを強く感
じます。日本、特に四国に来ていなかったら、
こんな感覚は決して味わえなかったと思い
ます。山に囲まれて生涯を送る人たちが羨
ましいです（笑）。
　それらは自然の実に美しい部分です。

［The Mountains］
I really love the mountains around Matsuno. One of my favorite things to do every day is to look 
at them on the way to, and from work. They have a quiet, yet imposing beauty that’ s hard to 
describe.
In Ohio we have vast expanses of fields, and rolling hills, but no mountains. The closest 
mountains to me in the US are south in the Rockies, and I’ ve only seen them a couple times. Ohio 
has its own beauty, but I have been so charmed by the presence of mountains that I’ ve begun 
climbing them in my spare time.
I started right here in Matsuno with Kagomorijou (I’m unsure if you 
consider that a mountain, lol), and then climbed Onigajou and its 
surrounding 2 mountains with friends last year. During golden week 
of this year I climbed Mt. Tsurugi in Tokushima with a separate 
group of friends, and later this month I plan to climb Mt. Ishizuchi 
in preparation for climbing Mt. Fuji in July.
I feel very connected to nature when I’ m in the mountains in a way 
that I don’ t think I would have ever been able to achieve if I hadn’t 
come to Japan, Shikoku specifically. I’m jealous of the people who’ve 
lived around mountains their whole lives, lol. 
They’re such a beautiful part of nature.
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棚田で田植え体験
　５月１日（金）、奥内の棚田で毎年恒例の田植え体験が行われました。
　この体験は、東小学校が「おくうち棚田学」の一環で行っているもので、奥内の里保存会の協力の
もと実施されたものです。
　今年は、東小学校の３年生から６年生が参加し、コシヒカリと餅米の苗を植えました。
　児童は裸足で田んぼに入り、全身泥だらけになりながらも、一生懸命に苗を一定の間隔に保ちなが
ら植えていました。
　田植え後は、奥内の里保存会の岡本さんが手作りの塩おにぎりを振る舞いました。
　おにぎりは大人気で、児童はおかわりをするためにじゃんけん大会を開いて、美味しそうにほお
ばっていました。

まちなか交流館「あつまれ！」オープニングセレモニー
　４月19日（日）、旧伊予銀行松丸支店を改修整備した、まちなか
交流館「あつまれ！」でオープニングセレモニーが開催されました。
　まちなか交流館「あつまれ！」は、町内外の多世代の人が集まり
交流できる場所です。友達と遊んだり、勉強したり、みんなでお
茶を飲みながらほっと一息ついたり、テレワークや会議などにも
利用できる施設となります。
　今後、まちなか交流館では、子どもから大人まで参加できる様々
なイベントも開催する予定です。ぜひ、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
【施設利用について】
　開館時間　９時から17時（事前の申請により、
　　　　　　21時まで利用可能）
　休館日　　火曜日・水曜日・祝日
　施設使用料　無料
　その他　　会議などで利用する場合は施設へ
　　　　　　ご相談ください。
　電話番号　（0895）49－5185
　施設のイベント情報や日々の様子などを発信していきますので、
ぜひインスタグラムの登録お願いします。

外
観

交
流
ス
ペ
ー
ス

インスタグラム
QRコード

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
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防災安全コーナー

　令和8年4月から、16歳以上の自転車利用者に対する交通反則通告制度（青切符）が導入さ
れました。

　青切符とは、比較的軽微な道路交通違反をした運転者に対して、警察官から渡される交通
反則通知書のことです。青い紙であることから「青切符」と呼ばれており、反則金を納めるこ
とで刑事罰が科されない制度です。

■青切符の対象（一部）
　・ながら運転　　　　反則金　12,000円
　・信号無視　　　　　反則金　6,000円
　・右側通行（逆走）　　反則金　6,000円
　・一時不停止　　　　反則金　5,000円
　・傘差し運転　　　　反則金　5,000円

自転車の交通違反に反則金が科されます

青切符（交通反則通告制度）

　自転車・自動車が事故を防ぐためには、道路を共有する双方が互いを思いやることが不可
欠です。

■自転車を運転する人へ
　・左側通行を徹底　　　　　　右側通行は自動車との正面衝突のリスクが非常に高く危険です。

　・交差点での安全確認　　　　信号が青でも、右左折車が来ないか必ず確認してください。

　・ヘルメットの着用　　　　　大人も子どももヘルメットを正しく着用してください。

■自動車を運転する人へ
　・側方通過時の十分な間隔　　自転車を追い越す際は、ふらつきなどを考慮して、できる限

り広い間隔を空けてください。

　・左折時の巻き込み注意　　　自転車は死角に入りやすいものです。左折前は必ずミラーと
目視で後方を確認してください。

　・思いやり運転　　　　　　　無理な幅寄せなどは絶対にやめてください。

自転車・自動車がそれぞれ気を付けましょう
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の掲示板ま ち

　前回までは、主に河後森城の山上の平坦な曲輪群や斜面でみつかった当時の様々な施設について解
説を行ってきましたが、一方で谷底の発掘調査でも興味深い発見がありました。
　その一つが井戸の存在です。この井戸は、城の中央を通る風呂ヶ谷の北西の隅で検出されました。
平面は円形で、直径が３～４ｍ、深さは約２ｍあります。井戸の山裾側は岩盤を加工し、谷側は石を
積み上げることで築かれていました。また、この井戸は、
一般的な湧水によるものではなく、山に降った雨水を集め
て貯水するタイプのものでした。
　敵の襲来に対して城に立てこもって戦う場合、命をつな
ぐためには、食糧や水の確保が欠かせません。城内にはこ
のほかにも井戸の候補地がありますが、これらの生存基盤
をしっかりと準備しておくことで、長期的な戦闘への備え
を図っていたことが想像できます。　　　　　　　 （続く）

山城作業日記 河後森城からこんにちは －25－
令和版

かごもりじょう

くるわ

ふ　ろ　が　たに

ゆうすい

河後森城の井戸

令和８年度滑床山開き
　４月21日（火）、滑床渓谷森の国発祥の碑の前で「滑床山開き」の神事・式典が執り行われました。

　当日は、清々しい陽気となり新緑が輝く森林の中、関係者約８0人が出席し、入山者の安全と観光振

興を祈願しました。

　神事では、滑床でキャニオニングや宿泊・体験活動を行っている団体ほか、関係者が安全に活動を

行えるようお祓いを受け、代表者が玉串を捧げたほか、森の国緑の少年団（松野西・東小学校児童）に

よるアマゴの稚魚の放流も行われました。　

　式典終了後は、四万十川森林ふれあい推進センターによる、森の国緑の少年団を対象とした森林教

室が開催されました。児童らは、森林教室での学びをとおして、森林の持つ雄大さを体感していました。

山開き アマゴの稚魚の放流
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の掲示板ま ち

町の人口 令和８年４月30日現在
※外国人を含みます

世帯数　1,889 世帯（＋６世帯） 

総人口　3,354 人 （－３人） 
　　　　　男1,608 人　女1,746 人
                    （４月中の異動） 
　　○出　生　１人　○死　亡　8人
　　○転　入　31人　○転　出　27 人

葛
句
会　
４
月
例
会
句
会
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一
年

　
わ
た
し
は
、
と
も
だ
ち
と
と
き
ど
き
け
ん
か
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
お
に
ご
っ
こ

を
し
て
い
る
と
き
や
、は
な
し
を
し
て
い
る
と
き
に
な
ん
で
か
け
ん
か
に
な
り
ま
す
。

　
さ
い
き
ん
で
は
、
わ
た
し
は
「
ダ
メ
」
と
は
い
っ
て
な
い
し
、
お
こ
っ
て
い
っ
た

わ
け
で
は
な
い
の
に
、

「
ダ
メ
っ
て
い
っ
て
く
る
。」

と
、
先
生
に
と
も
だ
ち
が
は
な
し
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
わ
た
し
は
そ
ん
な
こ
と

い
っ
て
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
な
ん
だ
ろ
う
・
・
・
。
と
お
も
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

な
ん
だ
か
い
や
な
き
も
ち
に
な
っ
た
り
、
か
な
し
く
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。
わ
た
し

に
い
っ
て
く
れ
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
は
な
せ
る
の
に
な
と
お
も
い
ま
し
た
。

　
け
ん
か
を
し
た
と
き
は
、
じ
ぶ
ん
か
ら
も
あ
や
ま
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
も
だ

ち
か
ら
も
あ
や
ま
っ
て
く
れ
る
こ
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あ
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そ
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つ
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の
よ
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か
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す
。
た
ぶ
ん
こ
れ
か
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け
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と
も
だ
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と
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な
の
で
、
た
く
さ
ん
な
か
よ
く
あ
そ
び
た
い
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す
。

　
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
か
ぞ
く
の
こ
と
も
大
す
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で
す
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か
ぞ
く
は
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と
う
さ
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お
か
あ
さ
ん
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お
ね
え
ち
ゃ
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す
。
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が
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や
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お
ね
え
ち
ゃ
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わ
た
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り
が
み
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ダ
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ょ
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と
う
れ
し
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す
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お
ね
え
ち
ゃ

ん
が
つ
く
る
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の
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じ
ょ
う
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す
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こ
れ
か
ら
も
お
ね
え

ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
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い
ろ
い
ろ
つ
く
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た
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す
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わ
た
し
の
ま
わ
り
に
は
、
大
す
き
な
か
ぞ
く
と
お
も
し

ろ
い
と
も
だ
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
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に
気
が
つ
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し
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ず
っ
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ず
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た
。

写真は本文と関係ありません
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Informationお し ら せ

　
農
地
を
住
宅
や
工
場
な
ど
の
施
設
用
地
、
駐
車

場
、
植
林
地
と
い
っ
た
農
業
以
外
の
目
的
に
使
用

す
る
た
め
に
は
、
農
地
法
の
規
定
に
よ
り
県
知
事

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
農
地
法
で
は
、
優
良
農
地
を
確
保
す
る
た
め
、

農
地
の
優
良
性
や
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
な
ど
に

よ
り
農
地
を
区
分
し
て
お
り
、
農
業
上
の
利
用
に

支
障
が
少
な
い
農
地
で
転
用
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
転
用
に
は
許
可
基
準
が
明
確
に
規
定

さ
れ
て
お
り
、
基
準
を
満
た
さ
な
い
転
用
申
請
は

許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
具

体
的
な
転
用
目
的
を
有
し
な
い
転
用
申
請
も
許
可

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
転
用
申
請
は
農
業
委
員
会
が
受
付
を
し
、
毎
月

行
わ
れ
る
農
業
委
員
会
の
定
例
総
会
で
そ
の
申
請

に
対
す
る
意
見
決
定
を
行
い
、
県
知
事
に
意
見
を

進
達
し
ま
す
。
そ
の
後
、
県
で
も
審
査
が
な
さ
れ
、

許
可
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
許
可
基
準
に
は
、
様
々
な
項
目
や
例
外
事
項
が

あ
り
、
農
業
用
倉
庫
と
し
て
一
定
面
積
以
内
を
転

用
す
る
場
合
な
ど
で
は
、
申
し
出
の
み
で
許
可
を

必
要
と
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
農
地
の
転
用

を
検
討
さ
れ
て
い
る
人
は
、
ま
ず
は
農
業
委
員
会

事
務
局
ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
１
１
１
４

農
地
の
転
用
に
つ
い
て

農
地
の
転
用
に
つ
い
て

行
政
相
談

【
日　
　
時
】
６
月
10
日
㈬
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
役
場
２
階

【
内　
　
容
】
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
要
望

【
相
談
員
】 

山
﨑　
ル
リ
子
（
行
政
相
談
委
員
）

心
配
ご
と
相
談
（
弁
護
士
相
談
）

【
日　
　
時
】
６
月
10
日
㈬
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
社
会
福
祉
協
議
会

【
内　
　
容
】
日
常
生
活
に
関
す
る
悩
み
や
不
安

【
相
談
員
】
弁
護
士

　

※

予
約
が
必
要
で
す
。

　
（
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
０
７
９
４
）

人
権
相
談

【
日　
　
時
】
６
月
１
日
㈪
、
10
日
㈬

　
　
　
　
　
　
10
時
〜
12
時

【
場　
　
所
】
役
場
１
階

【
内　
　
容
】
人
権
に
関
す
る
悩
み
や
問
題

【
相
談
員
】
人
権
擁
護
委
員

　
７
月
１
日
よ
り
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
が
引
き
下
げ
ら

れ
る
予
定
で
す
。

　
手
数
料
減
額
に
よ
り
申
請
が
大
幅
に
増
え
、
７
月
１
日

以
降
は
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
か
ら
お
渡
し
ま
で
１
か
月
程

か
か
る
見
込
み
で
す
の
で
、
海
外
渡
航
を
予
定
し
て
い
る

人
は
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対　
　
象
】

　
７
月
１
日
以
降
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
す
る
人

【
問
合
せ
先
】

　
町
民
課

　
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
１
１
１
３

　
愛
媛
県
特
別
旅
券
窓
口　
　
　
　
　

　
☎
０
８
９
・
９
２
３
・
５
４
５
６　

　
納
付
書
に
よ
り
現
金
で
納
付
を
し
て
い
た
だ
く
人
に

は
、
６
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。（
町
県
民
税

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
分
ま
と
め
て
送
付
し
ま
す
の
で
、

各
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
）

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
（
詳
細
は

納
付
書
裏
面
に
記
載
）
で
も
お
支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
。

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、「
口
座
振
替
申
込
書
」

を
金
融
機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
紛
失
さ
れ
た
場
合
な
ど
は
、
役
場
町
民
課
賦
課
徴
収
係

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

※

「
口
座
振
替
申
込
書
」
は
役
場
の
他
に
、
関
係
金
融

機
関
に
も
設
置
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　
町
民
課
賦
課
徴
収
係

　
☎
０
８
９
５
・
４
２
・
１
１
１
２

　
み
ん
な
の
小
さ
な
工
夫
が
重
な
れ
ば
、
水
害
に
負
け
な

い
地
域
が
つ
く
れ
ま
す
。
田
ん
ぼ
ダ
ム
や
バ
ケ
ツ
で
雨
水

を
貯
め
る
バ
ケ
ツ
ダ
ム
な
ど
、
今
日
か
ら
で
き
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
実
は
あ
な
た
も
、
町
を
救
う
ヒ
ー

ロ
ー
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
ん
な「
流
域
治
水
」の
世
界
を
、

ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
、
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

　
愛
媛
県
河
川
課　

　
☎
０
８
９
・
９
１
２
・
２
６
７
４

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

農業委員会だより（６月号）

パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
引
下
げ
と

お
渡
し
日
に
つ
い
て

パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
引
下
げ
と

お
渡
し
日
に
つ
い
て

県HP

６
月
30
日
が
納
期
限
の
税
目
等

６
月
30
日
が
納
期
限
の
税
目
等

み
ん
な
で
取
り
組
む
「
流
域
治
水
」

み
ん
な
で
取
り
組
む
「
流
域
治
水
」

町
県
民
税

第
１
期

県HP



９

Informationお し ら せ

す
い
臓
が
ん
教
室
に
つ
い
て

す
い
臓
が
ん
教
室
に
つ
い
て

難
病
医
療
相
談
の
ご
案
内
に
つ
い
て

難
病
医
療
相
談
の
ご
案
内
に
つ
い
て

　
消
化
器
内
科
医
師
に
よ
る
「
み
ん
な
で
学
ぼ
う
、
す
い

臓
が
ん
」、
薬
剤
師
に
よ
る
「
膵
が
ん
と
化
学
療
法
」
に

つ
い
て
の
講
演
が
あ
り
ま
す
。
参
加
費
は
無
料
で
、
申
し

込
み
は
不
要
で
す
。

【
日　
　
時
】
６
月
25
日
㈭
10
時
30
分
〜
11
時
30
分　

【
場　
　
所
】
四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー
暖
だ
ん
憩
い
の
ひ
ろ
ば

【
問
合
せ
先
】
四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー　

　
患
者
・
家
族
総
合
支
援
室　
暖
だ
ん　

　
☎
０
８
９
・
９
９
９
・
１
２
０
９

　
現
在
、
難
病
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
疾
病
に
３
４
８

疾
病
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
宇
和
島
保
健
所
で
は
、
医
療
費
助
成
の
申
請
の
ほ
か
、

難
病
の
人
の
療
養
生
活
な
ど
に
関
す
る
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
内
容
に
応
じ
て
保
健
師
・
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・

栄
養
士
な
ど
が
対
応
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
日　
　
時
】毎
月
第
３
火
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）

　
　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時
（
１
人
１
時
間
程
度
）

【
場　
　
所
】
宇
和
島
市
天
神
町
７－

１　

　
　
　
　
　
　
南
予
地
方
局　
２
階
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室

【
担
当
者
】保
健
師（
必
要
に
応
じ
医
師
歯
科
衛
生
士・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

栄
養
士
な
ど
が
対
応
し
ま
す
）

【
方　
　
法
】
来
所
に
よ
る
相
談
（
予
約
制
）

　
　
　
　
　
　

※

前
週
金
曜
日
ま
で
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

【
申
し
込
み
先
】

　
愛
媛
県
宇
和
島
保
健
所　

　
健
康
増
進
課　
難
病
・
母
子
保
健
係

　
☎
０
８
９
５
・
２
２
・
５
２
１
１　
（
内
線
２
６
８
）

広見川水系水質検査結果

「みんなの川です、川を汚さないようにしましょう！」

採水日：令和８年３月４日

酸性、アルカリ性を示す指標で、「７」は中性、「７」を超えるとアルカリ性、「７」未満では酸性を示します。
水温によって変動し、極端なアルカリ性化、酸性化は河川に生息する水生生物等に悪影響を及ぼします。

①水素イオン濃度 （ＰＨ）…………

⑥過マンガン酸カリウム消費量　… 
 　（KMnO4消費量） 
⑦濁　度　……………………………

④溶存酸素量 （ＤＯ）………………

②浮遊物質量 （ＳＳ）………………

③生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ）

⑤大腸菌数　…………………………

溶けないで水中に浮遊している粒径２ｍｍ以下の物質の量で、数値が高いほど水が濁っている状態です。
浮遊物質が多いとヘドロ等がたまったり、魚介類に悪影響を及ぼします。
水中にある有機物を、好気性微生物が分解するときに消費する溶存酸素の量です。
河川の汚濁の度合いを示す代表的な指標で、この数値が大きいほど川が汚れていることになります。
水中に溶解している酸素の量のことで、濃度が低下すると好気性微生物の活動が抑制され水域の浄化作用が低
下します。
酸素の無い川や少ない川では、悪臭が発生し、魚介類は生存できなくなります。
特定酵素基質培地法によって判定された好気性または通性嫌気性の細菌のことをいいます。
ヒトや動物の腸管内に常在し、ヒトの糞便中の大腸菌群の90％以上を占めています。
被酸化性物質である有機物等（一部無機質も含む）によって消費されるの過マンガン酸カリウム消費量のことで、
有機物等が多いと数値が高くなります。（水道水質基準値は10mg/ℓ、快適水質目標値は3mg/ℓ）
水の濁りの程度を数値で表したものです。
一般的に河川の上流部では１～ 10度で、下流に行くに従って50～ 90度程度になります。（水道水質基準値
は２度以下）

※生活環境の保全に関する環境基準（環境省）「河川：類型Ａ」（①～⑤該当：水道２級、水産１級、水浴が出来るもの）を基準値に設定しています。
　水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの    水産１級：ヤマメ・イワナ等貧腐水性水域（河川上流部）の水産生物用

水素イオン
濃　　　度
（ＰＨ）
①河　川　名

項　目

基準値

浮遊物質量
 （ＳＳ） 
②

生物化学的
酸素要求量
（ＢＯＤ）
③

溶存酸素量
 （ＤＯ） 
④

大腸菌数

⑤

過マンガン酸
カリウム消費量
 （KMnO4消費量） 

⑥

濁　　度

⑦
6.5 以上～
8.5 以下 25㎎/ℓ以下 2.0㎎/ℓ以下 7.5㎎/ℓ以上 参考値 参考値300CFU

/100mℓ以下
7.70
7.80
7.70
7.70
7.50
7.70
7.70
7.60
7.70
7.20
7.60

広　見　川

鰯　　　川
宮 　 　 川
石 ヶ 内 川
延　行　川
奥　野　川
堀　切　川
目　黒　川
家　地　川

五 郎 丸 橋
大　門　橋
真　土　橋
松　丸　橋
千　歳　橋
五 反 田 橋
谷　口　橋
池　田　橋
Ｊ Ｒ 鉄 橋
寺　　　橋
県　　　境

3.0
4.0
3.0
1.0
1.0
1.0
2.0
3.0
3.0
１未満
１未満

0.80
0.80
0.90
0.70
0.70
0.5 未満
0.80
0.5 未満
0.50
0.5 未満
0.5 未満

11.20
11.20
11.20
11.20
10.70
10.80
11.30
11.40
11.50
11.40
11.90

6.9
6.3
6.9
5.3
3.9
4.8
5.1
1.2
5.6
3.4
3.6

2.2
2.2
2.5
0.9
1.1
1.1
1.6
5.3
1.5
0.3
0.9

200
170
96
37
33
52
120
170
190
50
91

暖だんHP
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暮らしに役立つ
中央診療所からのお知らせ
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　松野町の皆さん、こんにちは！愛媛ＦＣの柳澤です。
　現在、百年構想リーグは佳境を迎えています。この熱戦を終えると、いよいよ 8 月からは
2026-2027シーズンが始まります。新たな戦いに向かう選手たちへ、引き続き温かい応援をよ
ろしくお願いします。
　さて、今回のテーマは「選手」についてです。一口に「選手」と言っても、プロ、アマチュア、
そして夢を追うジュニア世代と、その形はさまざまです。愛媛ＦＣでいえば、Jリーグを戦うトッ
プチームはサッカーを本業とする「プロ」、レディースチームは仕事とプレーを両立させる「アマ
チュア」として活動しています。どの競技においても、スポーツに100％集中できる「プロ」とい
う環境を整えることは、どのチーム、どのクラブにとっても一つの大きな目標です。
　しかし、プロの世界は非常に厳しく、サッカー選手の平均引退年齢は30歳前後といわれてい
ます。私自身、入社して8年目になりますが、わずか半年や1年でチームを離れる選手、そして
現役を退く選手を数多く見てきました。出会いの喜びと同じくらい、あっという間に訪れる別れ
の寂しさがある。それがプロのリアルな日常です。それでも、多くの子どもたちにとって「プロ」
は、人生をかけて目指すべき最高の憧れの舞台でもあります。私自身も小学生の頃、プロ選手を
夢見て努力を重ねてきました。しかし、日々限界に挑む愛媛ＦＣの選手たちの姿を見て、彼らの
これまでの経験についての言葉を聞くたびに「プロになるには、単なる努力ではなく、人の何倍、
何十倍もの圧倒的な努力が必要だ」ということを痛感します。
　今、このコラムを読んでいる「未来のアスリート」の皆さ
んに問いかけます。
　「あなたは今、周りの誰よりも努力を重ねていますか？」
胸を張って「はい！」と言えるその情熱と日々の積み重ねこ
そが、プロへの扉を開く唯一の鍵になります。スポーツに
は、地域に活力を与え、住民の皆さんの心に郷土愛を育む
素晴らしいチカラがあります 。いつかこの松野町から、地
元を背負って世界の頂点へと羽ばたくアスリートが生まれ
ることを、私は心から願っています。

愛媛ＦＣスタッフコラム

道路沿いの竹木などの適正な管理について
　道路沿いの竹木などの管理が適切に行われていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝の落下、
倒木などによって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害する恐れがあります。
　私有地に生育している竹木などは、所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した
枝（枯れ枝の落下・倒木など）が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、竹木など
の所有者が賠償責任を問われることがあります。そのため、所有者の責任で剪定･伐採などを行うなど、
道路沿いの竹木などの適正な管理をお願いします。
　なお、風雨などにより建築限界を侵すなど、道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措
置として道路管理者が、通行の安全確保を行いますのでご理解をお願いします。
※道路には建築限界があり、道路法第30条及び道路構造令第12条で、道路上の安全な通行を確保す
るため、車道の上空4.5ｍ、歩道の上空2.5ｍの範囲内に障害となるものを置いてはならないと定めて
います。

　【問合せ先】建設環境課：☎0895－42－1115
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　里親とは、さまざまな事情により家族と離れて暮らす子どもを家庭に迎え入れ、愛情と真心を持って養
育してくださる人のことです。
　養育をお願いしている間の子どもに必要な経費（生活費、教育費、医療費など）は公費から支給します。
　里親になるためには、研修の受講や県への里親登録などが必要ですが、特別な資格は不要で、実子の有
無も問いません。
　関心のある人は、お気軽にお問い合わせください。
【問合せ先】　南予里親支援センターみらい
　　　　　　 ☎0895－49－5311
　　　　　　 〒798－0006 宇和島市弁天町１丁目7－6

里親になりませんか？

　本町では、高齢者の通院や買い物などの外出を支援するため、自動車運転免許証の交付を受けていない
など、一定要件を満たす高齢者に対してタクシー利用券を交付する事業を実施します。

１　対象者
　　町内に在住し、かつ、松野町の住民基本台帳に記録され、次のいずれかに該当する人。
　⑴　自動車運転免許証を自主返納された 65歳以上の人で、町税等の滞納がないもの
　⑵　自動車運転免許証の交付を受けていない 65歳以上の人で、町税等の滞納がないもの
　⑶　自動車を所有（使用を含む。）していない 65歳以上の人で、町税等の滞納がないもの

２　助成内容
　　１回のタクシー乗車につきタクシー料金の半額を超えない金額まで使用できるタクシー利用券（１枚
100円）の交付を行います。利用券の交付枚数は、1月あたり 20枚を上限とします。

３　助成の申請
　　交付を受けるために必要な提出書類は次のとおりです。
　⑴　松野町タクシー利用券交付申請書
　⑵　町税等納付状況調査同意書
　⑶　住民票謄本　※申請書に記載されているとおり公用申請に同意する場合は、提出不要です。
　⑷　「自動車運転免許証」を自主返納された人は、運転免許取消通知書または運転経歴証明書
　※申請書は、ふるさと創生課、保健福祉課、町社会福祉協議会にあります。

４　交付の流れ

５　問い合わせ先・申し込み先
　　〒798－2192　北宇和郡松野町松丸 343番地
　　松野町役場　ふるさと創生課　☎0895－42－1116

タクシー利用券の交付について
（松野町高齢者外出支援事業）

申請
上記⑴～⑷の書類

審査
交付可否の決定 利用券交付

※審査の結果利用券が
　不交付になる場合が
　あります。

　町政などに対するご意見・ご要望は、総務課までお寄せください。
 【提出・問合せ先】
　〒７９８－２１９２　愛媛県北宇和郡松野町大字松丸３４３
　総務課　☎０８９５－４２－１１１１　m-soumu@town.matsuno.ehime.jp

皆さんの声を聞かせてください



13

Informationお し ら せ

　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
　私たちの相談パートナーである人権擁護委員は、人権を侵害された被害者の救済や人権相談活動のほか、
人権尊重思想の普及・高揚を図るための啓発活動に取り組んでいます。
　差別、嫌がらせ、暴行、虐待、体罰、いじめ、プライバシーの侵害など、人権問題でお困りの人は、近
くの人権擁護委員に相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
　なお、人権相談専用ダイヤルは、次のとおりです。（外国語人権相談ダイヤルのみ午前９時から午後５時
まで、それ以外の相談は、午前８時30分から午後５時15分まで）

〈人権相談専用ダイヤル〉

　子どもの人権に関する相談は「子どもの人権１１０番」
　（☎０１２０－００７－１１０）
　外国人の方のための人権相談は「外国語人権相談ダイヤル」
　（☎０５７０－０９０－９１１）
　それ以外の人権に関する相談は「みんなの人権１１０番」
　（☎０５７０－００３－１１０）
　詳しくは、松山地方法務局（☎０８９－９３２－０８８８）までお問い合わせください。

人権擁護委員の日

　リクエストBOXに要望いただいた皆さん、お待たせしました。３月17日にリクエスト図書など、新し
く50冊購入いたしました。購入図書は以下のとおりです。

　・児童図書 『さるかに』、『おんぶおばけ』ほか 30冊　　 ・アンパンマンシリーズ 12冊
　・国宝【上】【下】     　　　・スゴイ人体、やばい人体
　・らら姫はときどき☆こねこ　　　　　　　　　　　　　・か「」く「」し「」ご「」と「」
　・科学的に証明されたすごい習慣大百科  　　　・成瀬は都を駆け抜ける
　・ザ・ロイヤルファミリー    　　　・ベロ出しチョンマ
　４月より新刊のスペースに並べておりますのでお気軽にご利用ください。

庁舎図書コーナーにてリクエスト図書を購入しました
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　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第７条及び同法施行令（平成13年
政令第34号）第５条の規定等に基づき、松野町で発注することが見込まれる公共工事と建設コンサルタント業務など
について、名称、概要、入札を行う時期などの発注見通しに関する事項を公表します。
　なお、この公表は工事に係るもので400万円を超えると見込まれるものと、建設コンサルタント業務などに関する
もので200万円を超えると見込まれるものが対象です。
※　ここに公表する内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事や業務が公表内容と異なる場合、またはここに公表
されていない工事や業務が発注される場合があります。

令和８年４月1日現在

令和８年度公共工事と建設コンサルタント業務などの発注見通しについて

１．公共工事

２．建設コンサルタント業務など

所管課 工事の名称 工事実施場所 工事期間 工事
種別 工事の概要 入札及び

契約の方法
入札を行う時期

備考第１四半期 
（４月～６月）

第２四半期 
（７月～９月）

第３四半期 
（10月～12月）

第４四半期 
（１月～３月）

防災安全課 豊岡前消防車庫建設・
ホース乾燥柱設置工事 豊岡前 約10ヶ月 建築 消防積載車用車庫の更新、消防

ホース乾燥柱の設置 指名競争入札 ○

建設環境課 松丸 4-1 がけ崩れ防災対策
工事 松丸 約６ヶ月 土木 法覆コンクリート　Ｌ＝ 16ｍ 指名競争入札 ○

総務課 地域イントラネットケー
ブル張替工事 富岡・目黒 約４ヶ月 電気

通信
光ファイバケーブル張替
Ｌ＝ 1,336 ｍ 指名競争入札 ○

教育課 松野中学校屋内運動場改修
工事 延野々 約５ヶ月 電気 

管
空調設備設置工事、電気設備工事、 
建築工事（断熱化改修・防護柵設置等）指名競争入札 ○

防災安全課 ホース乾燥柱建設工事 目黒 約３ヶ月 建築 消防ホース乾燥柱の設置 指名競争入札 ○

農林振興課 豊岡前地区水路改修工事 豊岡 約８ヶ月 土木 水路工　Ｌ＝ 400ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 蕨生 2-23 がけ崩れ防災
対策工事 蕨生 約６ヶ月 土木 法覆コンクリート　Ｌ＝ 14ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 上家地8-6がけ崩れ防災
対策工事 上家地 約６ヶ月 土木 法覆コンクリート　Ｌ＝ 17ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 鈴井①がけ崩れ防災対策
工事 蕨生 約６ヶ月 土木 法覆コンクリート　Ｌ＝ 31ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 蕨生 2-31 がけ崩れ防災
対策工事 蕨生 約６ヶ月 土木 法覆コンクリート　Ｌ＝ 32ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 町道延野々吉野線（延野々）
法面対策工事 延野々 約５ヶ月 土木 法面対策工　Ｌ＝ 40ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 重要給水施設配水管耐震化
工事 豊岡 約５ヶ月 水道 水道配水管耐震化工事

Ｌ＝ 560ｍ 指名競争入札 ○

教育課 吉野生山村広場夜間照明
改修工事 吉野 約７ヶ月 電気 夜間照明 LED化工事 指名競争入札 ○

ふるさと創生課 森の国ぽっぽ温泉改修工事（建築） 松丸 約５ヶ月 建築 露天外壁・サウナ・樽風呂等
の改修 指名競争入札 ○

ふるさと創生課 森の国ぽっぽ温泉改修工事（設備） 松丸 約５ヶ月 設備 冷水チラー・塩素滅菌装置等
の改修 指名競争入札 ○

ふるさと創生課 滑床専用水道改修工事 宇和島市野川
滑床山国有林 約５ヶ月 設備 ろ過材交換・ポンプ等改修 指名競争入札 ○

建設環境課 葛川沈下橋橋梁補修工事 吉野 約６ヶ月 土木 橋梁補修工事　Ｌ＝ 48.1 ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 道路等維持管理工事 町内 約５ヶ月 土木 道路等補修工事 指名競争入札 ○

建設環境課 町道延野々吉野線（吉野）
法面対策工事 吉野 約２ヶ月 土木 法面対策工　Ｌ＝ 60ｍ 指名競争入札 ○

建設環境課 町道舗装修繕工事 町内 約２ヶ月 舗装 舗装工事　Ｌ＝ 300ｍ 指名競争入札 ○

所管課 業務の名称 履行期間 業務区分 業務の概要 入札及び
契約の方法

入札を行う時期
備考第１四半期 

（４月～６月）
第２四半期 
（７月～９月）

第３四半期 
（10月～12月）

第４四半期 
（１月～３月）

防災安全課 目黒ホース乾燥柱建設設計業務委託 約３ヶ月 建築関係建設コンサ
ルタント業務

消防ホース乾燥柱の設置のた
めの設計業務 指名競争入札 ○

ふるさと創生課 森の国ぽっぽ温泉改修工事設計業務委託 約３ヶ月 現地調査業務・実施
設計業務

森の国ぽっぽ温泉の老朽箇所
等による改修箇所の調査業務
及び実施設計業務

指名競争入札 ○

ふるさと創生課 滑床専用水道改修工事設計業務委託 約３ヶ月 現地調査業務・実施
設計業務

滑床専用水道のろ過材の交換・
老朽箇所等による改修箇所の
調査業務及び実施設計業務

指名競争入札 ○

建設環境課 松野町橋梁定期点検業務委託 約７ヶ月 その他 橋梁点検 N=65 橋 指名競争入札 ○

防災安全課 吉野消防車庫建設設計業務委託 約９ヶ月 建築関係建設コンサ
ルタント業務

消防積載車用車庫を更新する
ための設計業務 指名競争入札 ○

農林振興課 松野町奥野川 133 林班森林経営管理業務委託 約７ヶ月 施設管理業務 保育間伐　Ａ＝ 4.8ha 指名競争入札 ○

建設環境課 重要給水施設配水管布設替測量設計業務委託 約 5ヶ月 測量・設計 測量設計業務一式
Ｌ＝ 1,750 ｍ 指名競争入札 ○
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年 金 コ ー ーナ

　毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」、封を開けずに保管しているだけになっていませんか？
　この書類には、あなたの将来の年金受給額や、これまでの保険料の納付状況が記載されています。「将来
の備え」を確認してみましょう。

１　「ねんきん定期便」で何がわかるの？
　　定期便には、あなたの年金加入実績が記載されています。
　　以下の点に注目してください。
　・加入期間に漏れや誤りはありませんか？
　　　過去の厚生年金期間や国民年金の納付期間が正しく反映されているか確認しましょう。

　・これまでの加入実績に応じた年金額を確認しましょう。
　　　今の加入状況が続いたと仮定した場合の、将来の年金額（年額）が記載されています。これからのラ
イフプランを考えるきっかけにしてみてください。

 　・「ねんきん定期便」の二次元コードについて
　　　ねんきん定期便に記載された二次元コードを読み取ると、ねんきん定期便に記載された年金情報の
一部が収録された、厚生労働省が提供するWEBサイト（公的年金シミュレーター）で年金見込額の簡
易試算ができます。

２　もっと便利に！「ねんきんネット」の活用
　　日本年金機構が提供する「ねんきんネット」を利用すれば、インターネットを通じていつでもどこでも
ご自身の年金記録を確認できます。また、自身でさまざまな条件を設定し、将来受け取る老齢年金の見
込額を試算できます。
　　利用するには、次の方法でねんきんネットへの登録が必要です
　　・マイナポータルからの登録
　　・ねんきんネットのユーザID取得

３　記録に疑問があるときは…
　　加入記録に漏れや間違いの可能性がある場合は、お近くの年金事務所などへご連絡ください。

【問合せ先】
　町民課　☎0895－42－1113
　宇和島年金事務所国民年金課　☎0895－22－5440

毎年届く「ねんきん定期便」は、あなたの将来の設計図です！

　町公式ホームページ内の 「ようこそ町長
の部屋へ」 では、 広報掲載分も含めて町長
のコラムを更新しています。 
　ぜひ、 ご覧ください。 

ようこそ
 町長の部屋へ
  ～ 松野の将来を語る ～

松野町長  坂本   浩
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 令和７年度　松野町の給与･定員管理等について 

１　総　括

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴　人件費の状況（普通会計決算）

⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 7年 4月 1日現在）
一般行政職

⑵　職員の初任給の状況（令和 7年 4月 1日現在）

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 7年 4月 1日現在）

区　分 住民基本台帳人口
（令和７年 1月１日）

人
3,484

歳出額
　　　 Ａ

千円
4,060,301

職員数
　　　 Ａ

給 与 費
給　料

人
72

１人当たり給与費
Ｂ／Ａ

千円
5,422

（参考）類似団体平均
１人当たり給与費

千円
5,693

千円
242,586

職員手当
千円

39,000

期末勤勉手当
千円

108,773

計　　Ｂ
千円

390,359

人件費
　　　 Ｂ

千円
885,474

人件費率
　　 Ｂ／Ａ

％
21.8

（参考）
　 ５年度の人件費率

％
19.0

実質収支
千円

108,318
年　度
６

区　分
年　度
６

区　分

松 野 町
愛 媛 県
国

類似団体

区　　分 松野町
大 学 卒
高 校 卒

愛媛県 国

一般行政職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

41.4 歳
42.0 歳
41.9歳
41.3 歳

311,600 円
325,485 円
332,237 円
309,914 円

224,338 円
192,447 円

226,953 円
195,667 円

220,000 円
188,000 円

区　　分 経験年数10年以上15年未満
大 学 卒
高 校 卒

経験年数15年以上20年未満 経験年数20年以上25年未満

一般行政職 269,900 円
―

297,700 円
―

339,100 円
―

366,510 円
411,533 円
414,480 円
360,723 円

平均給与月額
（国比較ベース）

343,036 円
355,258 円
－　　　

341,455 円

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

⑶　ラスパイレス指数の状況

⑷　給与改定の状況
　　人事委員会の設置なし
⑸　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について
　　①給料表の見直し　〔実施〕                                           
　　　給料表の改定実施時期　令和７年４月１日                                                  
　　　・一般行政職の給料表について、国の見直しを踏まえ、３級から６級までの初号近辺の号給をカットし、これらの
　　　　級の初号の給料月額の引上げを実施。                                                  
　　②その他の見直し内容                                                  
　　　扶養手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）
⑹　特記事項　　なし                              

98
97
96
95
94
93
92
91
90

R7.4.1
R6.4.1

R4.4.1
R5.4.1

松野町 類似団体平均 全国町平均

96.496.3

96.３

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職
の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を
補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額
を 100として計算した指数。 

　　　２　 （　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指
数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地
域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務
員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用
いて補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイ
レス指数 ×（1+ 当該団体の地域手当支給率）/（1+
国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

　　　３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似してい
る団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を
含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の
４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給
料月額の７割水準に設定される職員を除いている。

（注）１「平均給料月額」とは、令和7年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計

したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出してい

ます。

93.993.9
9393

94.494.4
93.593.5

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　２　職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間

勤務職員及び会計年度任用職員は含みません。
　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含まれてい

るが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

95.1
94.７

94.７

95.5

96.7
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 令和７年度　松野町の給与･定員管理等について

25.4%

20.6%
17.4%
3.2%
15.9%
17.5%

37.5%
3.1%
25.0%
4.7%
15.6%
14.1%

28.6%

19.0%
15.9%
6.3%
12.7%
17.5%

（注）１ 松野町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
⑴　一般行政職の級別職員数の状況（令和 7年 4月 1日現在）
区　分
１　級
２　級
３　級
４　級
５　級
６　級

標準的な職務内容
主　　　　　　事
主　　　　　　査
係　　　　　　長
課 長 補 佐
課 長 補 佐
課　　　　　　長

職 員 数
18人
12人
10人
4人
8人
11人

構 成 比
28.6 ％
19.0 ％
15.9 ％
6.3 ％
12.7 ％
17.5 ％

１号給の給与月額
184,601 円
231,380 円
266,891 円
300,592 円
323,227 円
357,331 円

最高号給の給料月額
259,648 円
310,351 円
356,828 円
391,635 円
400,589 円
418,194 円

100%

80%

60%

40%

20%

0%
令和 7年の構成比 1年前（R６）の構成比 5年前（R２）の構成比

６級
５級
４級
３級
２級
１級

（注）（　）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

４　職員の手当の状況
⑴　期末手当・勤勉手当

松 野 町 愛 媛 県 国

イ　人事評価を活用している

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　５～15％

（令和６年度支給割合）
期末手当
2.50 月分

（1.40 月分）

勤勉手当
2.10 月分
 （1.00 月分）

（令和６年度支給割合）
期末手当
2.50 月分

（1.40 月分）

勤勉手当
2.10 月分
 （1.00 月分）

（令和６年度支給割合）
期末手当
2.50 月分

（1.40 月分）

勤勉手当
2.10 月分
 （1.00 月分）

1人当たり平均支給額（令和６年度）
1,537 千円

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　　５～20％
 ・管理職加算   15～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　　５～20％
 ・管理職加算   10～25％

1人当たり平均支給額（令和６年度）
1,609 千円 ―

活用している昇給区分

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○ ○

昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分
　 上位、標準、下位の区分
　 上位、標準の区分
　 標準、下位の区分
　 標準の区分のみ（一律）

⑵　昇給への人事評価の活用状況

管理職員 一般職員令和７年度中における運用

イ　人事評価を活用している
活用している成績率

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

支給可能な成績率 支給実績がある成績率
○ ○

支給可能な成績率 支給実績がある成績率
　 上位、標準、下位の成績率
　 上位、標準の成績率
　 標準、下位の成績率
　 標準の成績率のみ（一律）

○　勤勉手当への人事評価の活用状況
管理職員令和７年度中における運用 一般職員
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⑵　退職手当（令和７年４月１日現在）

⑶　地域手当（令和 7年 4月 1日現在）

松 野 町
（支給率）　　　　自己都合　　　　　　　定年      
勤続 20年　　19.6695 月分　　　24.586875 月分      
勤続 25年　　28.0395 月分　　　33.27075　月分      
勤続 35年　　39.7575 月分　　　47.709　　月分      
最高限度額　　47.709　月分　　　47.709　　月分

（支給率）　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年      
勤続 20年　　19.6695 月分　　　24.586875 月分      
勤続 25年　　28.0395 月分　　　33.27075　月分      
勤続 35年　　39.7575 月分　　　47.709　　月分      
最高限度額　　47.709　月分　　　47.709　　月分

その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置　2～ 20％加算
１人当たり平均支給額　　　　　　　　10,003 千円 

その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置　2～ 45％加算            

調整率　　　　　　　　　　　　　　　　83.7/100 調整率　　　　　　　　　　　　　　　　83.7/100

国

⑷　特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）

⑸　時間外勤務手当

支給実績（令和６年度決算）　　　　　　　　　　　
支給職員 1人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（令和 6年度決算）
支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算）

0千円
0円　

手当の名称
防疫等作業手当

行旅死亡人取扱業務手当
動物等処理業務手当

医師の特殊勤務手当

夜間看護手当

支給実績 　
0 千円
4千円
12千円

7,200 千円

7,290 千円

4,620 千円

主な支給対象職員
右記業務に従事した職員
右記業務に従事した職員
右記業務に従事した職員

診療所に勤務する医師

診療所に勤務する看護師及び准看護師

主な支給対象業務
感染症の疑いのある患者の救護等
行旅死亡人等の死体の収容作業等
犬猫等の動物の死体処理、野犬等の捕獲

研究技術手当

夜間休日待機手当

夜間における看護等

　左記職員に対する支給単価
1日につき　　　1,000 円以内
1体につき　　　　　3,500 円
1件につき　　　　　　300円
1月につき　　　　300,000 円
平日の夜間 　　　　10,000 円
休日の昼間・夜間　20,000 円
1夜につき　　　　　7,000 円

19,126　千円
579,551　円　
34.0　％　

５種類

⑹　その他の手当（令和 7年 4月 1日現在）

管理職員
特別勤務手当

管理職手当

通勤手当

住居手当

扶養手当

手 当 名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額
（令和６年度決算）

支給実績
（令和 6年度決算）

・配偶者：3,000 円        
・子：11,500 円         
・扶養親族のうち特定期間にある子：1人につき 5,000 円加算
・上記以外の被扶養者：6,500 円

同 10,171 千円 211,896　円

・借家、間借居住者
　家賃 23,000 円以下：
　月額から 12,000 円を控除した額
　家賃 23,000 円超：
　月額から 23,000 円を控除した額の 2分の 1
　（控除した額の 2分の 1が 16,000 を超えるときは、
　　16,000 円）を 11,000 円に加算した額

・課長級：42,700円
・課長補佐級：31,300円
・診療所長：85,400 円
・診療所副所長：64,100 円

同 6,083　千円 209,737　円

・交通機関利用者で、片道 2㎞以上
　全額支給限度額：150,000 円
・自動車等利用者／一般の場合
　 2 ～ 5 ㎞： 2,000円　 5 ～10㎞： 4,200円
　10～15㎞： 7,100円　15～20㎞：10,000円
　20～25㎞：12,900円　25～30㎞：15,800円
　30～35㎞：18,700円　35～40㎞：21,600円
　40～45㎞：24,400円　45～50㎞：26,200円
　50～55㎞：28,000円　55～60㎞：29,800円
　60㎞以上 ：31,600円

同 3,356　千円 63,307　円

異 組織が異なり
比較できない 12,783　千円 456,525 円

・課長級：8,000 円
・課長補佐級：6,000 円
・診療所長・副所長： 8,000 円

異 組織が異なり
比較できない 264　千円 14,667　円

14,202 千円
208 千円

13,749 千円
208 千円

（注）職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（令和 6年度決算）」と同じ年度の 4月 1日現在の総職員数（支給対象とならない職員を除く）であり、
　 短時間勤務職員を含みます。                                                    

（注）１ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。
　　 ２　「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職した者を含みます。                                        

支給実績　　　　　　　　　　  （令和６年度決算）
職員 1人当たり平均支給年額（令和６年度決算）
支給実績　　　　　　　　　  （令和５年度決算）
職員 1人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

支給対象地域
東京都特別区
大阪府大阪市      

支給割合 
 20％
16％

      

支給対象職員数
0人
0人

      

国の制度（支給割合）
20％
16％
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（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）
区　分 支 給 額 等 （参考）類似団体における最高 /最低額

給　　料

報　　酬

期末手当

退職手当

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

　　
議　　　会
総　　　務
税　　　務
民　　　生
衛　　　生
農 林 水 産
商　　　工
土　　　木

教 育 部 門
計

病　　　院
そ の 他
小　　　計
水　　　道
小　　　計

小　　　計

合　　　　　計

   0
  2

0
0
0

△ 1
△ 1
1

  2

（参考）人口1万人当たり職員数　　　　 192.31 人
※類似団体の人口1万人当たりの職員数　227.58 人

（参考）人口1万人当たり職員数　　　　 212.40 人
※類似団体の人口1万人当たりの職員数　265.35 人

　　　 　　
0
1
0
2

△ 2
0
0
1

滞納整理機構への派遣

業務分担見直しによる増員

業務分担見直しによる減員

（参考）人口 1万人当たり職員数　　　　 281.29 人

特別会計
部　　門
公営企業
会計部門

町　　　　　長
副 町 長
議　　　　　長
副 議 長
議　　　　　員

675,000　円／月
535,500　円／月
213,000　円／月
178,000　円／月
163,000　円／月

（令和 6年度支給割合）

（算定方式）
 1ヵ月につき100分の46
（算定方式）
 1ヵ月につき100分の27

（１期の手当額）
14,904,000円
（１期の手当額）
  6,940,080 円

（支給時期）
退職の翌月
（支給時期）
退職の翌月

3.45　月分

（814,000円／457,500円）
（651,000円／440,000円）
（360,000円／171,000円）
（320,000円／142,000円）
（300,000円／121,000円）

町　　　　　長

副 町 長

町　　　　　長
副 町 長
議　　　　　長
副 議 長
議　　　　　員

６　職員数の状況
⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （各年４月１日現在）

⑵　年齢別職員構成の状況（令和７年 4月 1日現在）

⑶　職員数の推移

区　分 職 員 数 対前年増減数 主な増減理由
令和７年度

7
65

16　
7　
23　
2　
2　
97　

［128］

72

　　　　　　
1
21
2
16
13
7
2
3

7
67

16　
7　
23　
1　
1　
98　

［128］

74

　　　　　　
1
22
2
18
11
7
2
4

令和６年度部　門
人 人 人

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。　2〔　〕内は、条例定数の合計です。

25

20

15

10

5

0

R７年構成比
5年前の構成比

（%）

20
歳未
満

60
歳以
上

20
～2
3

24
～2
7

28
～3
1

32
～3
5

36
～3
9

40
～4
3

44
～4
7

48
～5
1

52
～5
5

56
～5
9

区　分

年　度 過去5年の増減数/率部門別

20歳未満
２人

20歳～23歳
9人

24歳～27歳
4人

28歳～31歳
9 人

32歳～35歳
13 人

36歳～39歳
8人

40歳～43歳
６人

44歳～47歳
7 人

48歳～51歳
18人

52歳～55歳
12 人

56歳～59歳
8人

60歳以上
２人

計  
98 人職員数

一 般 行 政
教　　　　　育
普 通 会 計
特 別 会 計 計
総 合 計

令和４年度
62
7
69
23
92

令和５年度
62
7
69
24
93

令和６年度
65
7
72
25
97

令和７年度
67
7
74
24
98

令和３年度
60
7
67
21
88

令和２年度
64
8
72
19
91

3
△　1
2
 5
7

4.69%
△12.50%
2.78%
26.32%
7.69%
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予　　定 休 日 当 番 医日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

曜
日

月　

火

水　粗大ごみ回収 /吉野生公民館 /９：30～ 11：00

木

金　健康診査・がん検診 /森の国ふれあいセンター /8：30～ 10：30

土

日

月　

火

水　粗大ごみ回収 /目黒基幹集落センター /9：30～ 11：00

木

金

土

日　田休みの日

月　健康診査・がん検診 /豊岡前公民館 /8：30～ 10：30　

火

水　粗大ごみ回収 /上家地集会所 /9：30～ 11：00

木

金

土

日

月　

火

水　粗大ごみ回収 /富岡集会所 /9：30～ 11：00

木

金

土

日

月　

火

いしむら整形外科
水 谷 医 院

☎20ｰ6635
☎52ｰ0144

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

篠 原 医 院
清家消化器内科クリニック

☎45ｰ3370
☎22ｰ2266

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

口羽外科胃腸科医院
あ べ 医 院

☎32ｰ5000
☎32ｰ2616

上田小児科 ☎25ｰ0100

加藤整形外科
いしかわ内科・脳神経クリニック

☎22ｰ7111
☎28ｰ6570

市立宇和島病院 小児科 ☎25ｰ1111

※休日当番医は、変更になることがありますので、新聞や電話等で確認し、
　事前に症状を説明し受診しましょう。

6月の森の国行事予定表

資 源

びん・かん

ごみ収集日程表
可 燃 物

月
火
水
木
金

資 源
月
火
水
木
金

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 
 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

不 燃 物

ＰＥＴボトル びん・かん
月
火
水
木
金

 

 町内全域

月
火
水
木
金

 
 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

古 紙

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒
 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒
 松丸・吉野・蕨生・奥野川

混ぜればゴミ！分ければ資源！
ゴミの減量化にご協力ください！
混ぜればゴミ！分ければ資源！
ゴミの減量化にご協力ください！

※吉野葛川地区…毎週火曜日

※上 家 地…第１・第３金曜日
※吉野葛川地区…第２・第４月曜日

※上 家 地…第２・第４水曜日
※吉野葛川地区…第１・第３水曜日

※上 家 地…第２火曜日
※吉野葛川地区…第１木曜日

今月の表紙
　5月1日（金）に奥内の棚田

で東小学校の生徒による田植

え体験が行われました。
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